
平成２２年度組織目標 （区分　：　課の目標　） 課名（琵琶湖再生課）

組織の使命

組織目標・目標像 目標設定の理由 目標値
（いつまで・どこまで達成するのか）

２２年度目標値
目標達成にむけての
実施方策・スケジュール

マザーレイク２１計画（第２期）の
策定と推進

健全な姿で琵琶湖を次世代に継承
するためには、県民総ぐるみによる琵
琶湖総合保全の指針が必要である
ため。

平成３２年（２０２０年）目標
●暮らしと湖の関わりの再生
・つながりへの配慮においては、地
域を越えた活動のための仕組みづく
りと、普段の生活の中での湖との関
わりの定着
・個人・家庭においては、身近な水
環境と親しみ、自らのライフスタイル
を見直していく人の増加
・生業においては、琵琶湖流域保
全と調和した生業の活性化と、企
業による地域の環境や文化の保
全・再生活動の活発化
・地域においては、地域固有の環
境、文化や歴史の再評価と、それ
らを保全する活動や取り組みの活
発化
●琵琶湖流域生態系の保全・再
生
・つながりへの配慮においては、湖
内・湖辺域・集水域を行き来する
在来生物の増加
・湖内においては、良好な水質と栄
養塩のバランスの回復と、在来生
物群集の再生
・湖辺域においては、絶滅に瀕する
在来種の種数と外来種の減少、
在来魚介種の漁獲量の増加、湖
岸景観の回復
・集水域においては、適切に管理さ
れた森林や生物多様性に配慮した
農地の増加と、在来生物の回復

マザーレイク２１計画（第２
期）を策定する。

・環境審議会に諮問し、審議の上、答申を
受ける。平行して庁内での議論をとりまとめ
る。（環境審議会（（仮称）琵琶湖総合保全
部会）の開催　４回、水政対策本部(琵琶
湖総合保全整備計画推進部会)の開催　４
回）
・国土交通省、環境省等関係省庁との連
携を図る。
・審議会答申を受け、県計画を策定する。
（３月）

多くの恵みを与えてくれる琵琶湖を美しい姿のままで次世代に引き継いでいくために、みんなが主役になって琵琶湖再生に取り組む計画を作り、こ
れを推進します。

目標像
マザーレイク２１計画（第２期）
が策定され、計画をもとに健全
な姿で琵琶湖を次世代に継承
する取り組みが県民総ぐるみで
進められている。



平成２２年度組織目標 課名（琵琶湖再生課）

組織の使命

組織目標・目標像 目標設定の理由 目標値
（いつまで・どこまで達成するのか）

２２年度目標値
目標達成にむけての
実施方策・スケジュール

環境汚染防止の自主管理の促
進

地域の良好な環境の保全や環境リス
クの低減には、法令等に基づく監視
指導が徹底されるのみならず、事業
者の自主的な環境管理が促進され
ることが必要であるため。

県内の各種環境法令が適用さ
れるすべての事業場において、
確実な法令遵守がなされるとと
もに、環境汚染防止のための自
主的な環境管理の仕組みが機
能している。

県内の環境法令が適用さ
れる事業場のうち、２００事
業場に対して立入を実施
し、法令の遵守状況を確認
するとともに、自主的な環境
管理体制の構築を指導す
る。（継続実施）

・環境汚染防止専門技術員（嘱託）と環
境・総合事務所環境課の職員とが共同で
工場立入調査を実施する。（通年）
・立入担当者会議を開催し、立入方針、重
点指導項目等について、課題共有、情報交
換等を図る。（年２回）
・立入時や企業担当者研修会等において工
場の自主管理を支援するためのツールである
「チェックシート」を提供し、その活用について
指導する。（通年）

琵琶湖レジャー条例の見直し 県民政策コメント後、条例
案を議会に提案し改正を行
う

夏までに県民政策コメントを行い、９月県議
会に改正案を提案し、改正を行う。

騒音にかかる苦情件数
平成23年度（改正条例施行
後）
１０件未満

１５件 定期的な船上監視や取締の他、緊急雇用
嘱託員による毎日のパトロールを実施し、快
適な生活環境を保全する。
また、苦情の多い市町との連携をとり、問題
が拡大しないよう、対策を早めに講じる。

琵琶湖での環境対策型エンジ
ンの使用比率
平成23年度（改正条例施行
後）
１００％
（この目標を達成するために滋
賀県登録艇の環境対策型エン
ジンの所有比率を極力高める）

滋賀県登録艇の環境対策
型エンジンの所有比率

６５％

定期的な船上監視や取締の他、緊急雇用
嘱託員による毎日のパトロールを実施する。
エンジン換装のため、保管業者だけでなく、特
例艇所有者に対しても直接啓発を行う。

ボックス・いけすからの外来魚の
回収量
（今後とも）
２０トン

２０トン 外来魚駆除の効果から、生息量の減少と回
収量の伸び悩みが見られる。
民間団体による釣り大会の自主開催や、子
ども向けイベントの継続開催などにより、外来
魚の問題が広く県民に知られるよう啓発に努
める。

■発生源監視に努め、県内の健全な環境を確保します。
■レジャー利用による琵琶湖やその周辺で生活する県民への影響を低減する取り組みを進め、生活環境や自然環境を保全していきます。

琵琶湖の環境をできるだけ健やかな
まま次代に引き継ぐ。

琵琶湖レジャー適正化の推進

目標像
工場・事業場において、環境汚
染事故未然防止および環境負
荷低減に向けた自主的な取組
が継続的に実施されている。

目標像
琵琶湖の自然環境や人々の
暮らしに、できる限り負荷をかけ
ないレジャーを進めている。


